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序　　文序　　文序　　文序　　文序　　文

　中国の都市部では、近年のめざましい経済成長に伴って都市ゴミの量の増加と、その質の多様

化が急速に進んできたが、ゴミ処理やリサイクルを行うための技術、人員、資金等が不足し、環

境汚染の深刻化が懸念されている。このため中国政府は我が国に対し、瀋陽市に設置する「中日

ゴミ処理及びリサイクル安全センター」で、日本の先進的なゴミ処理関連技術を移転してほしい

とする技術協力を要請してきた。

　これを受けて国際協力事業団は、要請の背景及び内容確認を主目的として、1999年（平成11年）

４月４日から同14日まで、当事業団国際協力専門員　大田正豁氏を団長とする基礎調査団を現地

に派遣した。協議を重ねた結果、同調査団と中国側は、プロジェクト方式技術協力ではなく、短

期専門家の派遣と研修員受入れを軸として、都市ゴミ分野の技術協力を行うべきであることで認

識が一致し、覚書の署名を取り交わした。

　本報告書は、同調査団の調査・協議結果を取りまとめたものであり、今後の技術協力の展開に

広く活用されることを願うものである。

　ここに、調査にご協力頂いた外務省、川崎市、在中国日本大使館、瀋陽総領事館など、内外関

係各機関の方々に深く謝意を表するとともに、引き続き一層のご支援をお願いする次第である。

　平成11年５月

国際協力事業団国際協力事業団国際協力事業団国際協力事業団国際協力事業団
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１．基礎調査団の派遣１．基礎調査団の派遣１．基礎調査団の派遣１．基礎調査団の派遣１．基礎調査団の派遣

１－１　調査団派遣の経緯と目的

　中国都市部においては、近年のめざましい経済成長に伴い、都市ゴミの量が増加し、ゴミの質

が多様化する一方で、安全なゴミ処理及びリサイクルを行うのに必要な技術、人員、資金等が不

足しているため、ゴミ処理施設におけるガス爆発、地下水汚染が発生し、周辺住民への健康被害

が生じるなどの事態が起きている。

　この状況に対処するため、中国政府は我が国に対し、ゴミ処理とリサイクルのモデル都市であ

る瀋陽市の環境衛生科学研究院に中国側が設置する「中日都市ゴミ処理及びリサイクル安全セン

ター」において、日本で確立している以下の技術の導入、人材育成等を内容とする技術協力を行

うよう要請してきた。

(1) 安全性に十分配慮したゴミ処理技術（埋立、燃焼）

(2) ゴミのリサイクル技術

(3) ゴミの輸送及び処理の過程における環境汚染モニタリング技術

(4) ゴミ収集、輸送、処理に係る管理技術

　本調査は、上記要請の背景及び要請内容を確認することを主たる目的として実施されたもので

ある。

１－２　調査団の構成

＊調査団員の構成に関する注：

　川崎市は瀋陽市と姉妹都市関係にあり、これまでに瀋陽市に対し川崎市独自で環境分野の調査

団を派遣するなどの実績もあったことから、本調査の実施にあたって川崎市の支援を得ることと

し、調査団員２名の参加を依頼した。厚生省については、多忙な時期に重なったなどの理由で参

加を得ることができなかったので、対処方針会議や帰国報告会への出席を依頼することとした。

担当分野 氏　　名 所　　　　　属

団長／総括 大田　正豁 国際協力事業団国際協力専門員

廃棄物行政 工藤　　豊 川崎市環境局施設部建設課

廃棄物処理技術 奥津　　彰 川崎市環境局生活環境部収集計画課

協力企画 上町　　透 国際協力事業団社会開発協力部社会開発協力第一課

通　　訳 馬場　節子 （財）日本国際協力センター研修監理部
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１－３　調査日程

日順 月 日(曜日) 時 刻 移　動　及　び　業　務

１ ４月４日(日) 13:40 北京着（ANA905）

２ ４月５日(月) 9:00

10:30

13:30

16:00

在中国日本大使館表敬（於領事部）

JICA中国事務所との打合せ（日中友好環境保全センター専門家同席）

国家科学技術部との意見交換（国際合作司亜非処処長）

建設部表敬（城市建設司市容環境衛生処副処長）

３ ４月６日(火) 18:00 瀋陽市着

４ ４月７日(水) 9:00

13:30

瀋陽市環境保護局、瀋陽市都市建設管理局との意見交換

（環境保護局長同席）

環境保護訓練センター、工業有害廃棄物埋立処分場視察

５ ４月８日(木) 9:00

13:30

瀋陽市側の都市ゴミ問題の現状及び対策に関する説明

瀋陽市ゴミ収集・輸送状況の説明、瀋河環境衛生車隊、

趙家溝衛生埋立ゴミ処理場視察

６ ４月９日(金) 9:00

13:30

瀋陽市渾南ゴミ中継所、老虎沖生活ゴミ衛生埋立処分場視察

西北生活ゴミ埋立処理場、瀋陽市勾連屯ゴミ焼却発電所予定地視察

７ ４月10日(土) 9:00

13:30

環境科学研究所との意見交換、施設視察

技術協力の実施可能性に係る打合せ（環保局長同席）

８ ４月11日(日) 10:00 団内打合せ

９ ４月12日(月) 9:00

13:30

16:00

18:00

技術協力の実施可能性に係る打合せ（環保局長同席）

覚書の文書確認

瀋陽総領事館表敬

覚書署名・交換

10 ４月13日(火) 9:20

14:30

16:00

北京着

JICA事務所報告

在中国日本大使館報告

11 ４月14日(水) 15:00 北京発（ANA906）
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１－４　主要面談者

＜中国側＞

(1) 科学技術部国際合作司亜秘処

　葉冬柏 処長

(2) 建設部城市建設司市容環境衛生処

　陶　華 副処長

(3) 瀋陽市人民政府科学技術委員会国際合作処

　姜　軍 副処長

　林海波 副主任

　田　苗 工作人員

(4) 瀋陽市環境保護局

　劉鉄生 局長

１）国際合作処

　宋殿堂 処長

２）瀋陽持続的発展プロジェクト弁公室

　劉　暉 工程師

３）環境科学研究所

　王紅軍 所長

　王恒発 副所長

　宋世偉 所長助理

４）環境科学研究所危険廃棄物研究室

　邵春岩 主任

(5) 瀋陽市都市建設管理局環境衛生管理処

　張　恩■ 総工程師

(6) 通訳

　鄒全軍 東北大学（瀋陽市）
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＜日本側＞

(1) 日本大使館

　米谷　　仁 一等書記官

　依田　　泰 二等書記官

(2) 瀋陽総領事館

　花田　麿公 総領事

　黒田　舜二 領事

　小林　元裕 経済専門員

(3) JICA中国事務所

　松澤　憲夫 所長

　新井　明男 次長

　川角みのり 所員

(4) 日中友好環境保全センター

　今井　千郎 チーフアドバイザー

　山下　安正 シニアアドバイザー

　原口　清史 専門家（大気汚染）
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２．要　約２．要　約２．要　約２．要　約２．要　約

(1) 要請案件については、関係各省とJICAが基礎調査対象案件とするかどうか検討していた当

初から、廃棄物管理の分野で技術協力を実施する必要性は高いが、要請書に記載されたアプ

ローチ、すなわち、瀋陽市に「中日都市ゴミ処理及びリサイクル安全センター」を設立し、ゴ

ミ処理・リサイクルに係る日本の先進的技術を移転し、このセンターを通じて中国全体の廃棄

物管理の技術レベルを高めていくというアプローチは実現困難と考えられた。

　よって、本調査では要請書に記載されたアプローチやプロジェクト方式技術協力という協力

形態を前提としないで、技術協力の実施の妥当性、協力形態を検討することを対処方針とし

た。

(2) 現地調査中、北京市においては国家科学技術部及び建設部を訪問したが、本案件は瀋陽市

が主体的に案件形成にあたっており、両機関はこれを支援する立場にあることがうかがわれ

た。瀋陽市においては、科学技術委員会、環境保護局、環境衛生管理処（建設部系）、環境科

学研究所（環境保護局系）等の機関が一緒に協議を行い、環境保護局長がその代表であった。

(3) 瀋陽市では協議に先立ち調査団側から、本調査は資金協力や大規模な機材供与を内容とす

る協力の実施を検討するための調査ではなく、通常の技術協力の実施の可能性を検討するため

の調査であることについて説明し、理解を得た。

(4) 瀋陽市の関係機関との意見交換、現地視察等を行ったうえで、調査団側から次の提言を行っ

た。

１）技術協力の内容については、

①都市ゴミの管理改善、

②都市ゴミの発生から処分までのプロセスの効率化、

③分別収集等に係る住民の普及啓蒙等とするのが適当である。

２）協力形態については、プロジェクト方式技術協力ではなく、数名の短期専門家派遣、研修

員受入、少額の機材供与を組み合わせて実施するのが適当である。

　これに対し、瀋陽市側は、当初は世界銀行が建設した環境保護訓練センターにおいて、要請

書の内容に基づくプロジェクト方式技術協力を実施することを要請したが、最終的には調査団

側の意向を受け入れ、付属資料１．の覚書が締結された。
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(5) 本件は都市ゴミ管理の分野において、開発調査以外の方法により、JICAが中国で実施する

最初の技術協力案件であること、中国の都市ゴミ管理に係る問題は非常に深刻な状況にあるこ

とを考慮すると、成果の見えやすい協力とすることが肝要と思料される。

　中国側は継続的協力を早期に開始することを強く要望していることから、合意された協力の

実施に向け早期に所要の調整を開始する必要がある。
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３．要請内容と現地調査前の検討状況３．要請内容と現地調査前の検討状況３．要請内容と現地調査前の検討状況３．要請内容と現地調査前の検討状況３．要請内容と現地調査前の検討状況

３－１　要請内容

　要請内容は表3-1のとおりである。なお、要請書については、付属資料２．参照。

表3-1　要請内容

要請内容 中国の都市部で深刻化する都市ゴミ処理問題に対処するため、廃棄物処
理のモデル都市として指定されている瀋陽市に「中日都市ゴミ処理及び
リサイクル安全センター」を設置し、ゴミ処理・リサイクルに係る日本
の先進的技術を移転し、以てセンターを中国における同分野の技術拠点
にする。
主な技術移転の要望内容は以下のとおり。
１　ゴミの焼却及び衛生埋立に関する技術
２　ゴミ資源のリサイクル技術
３　ゴミ収集・輸送・中間処理・最終処分に係る環境モニタリング技術
４　ゴミの収集・輸送・処理に係る管理技術

要請機関 ・建設部
・瀋陽市人民政府

実施機関 ・瀋陽市城市建設管理局
専門家派遣 ＜長期専門家＞

・ゴミの埋立処理　　　　２名
・環境衛生管理　　　　　１名
・リサイクル技術　　　　１名
・環境モニタリング技術　１名
＜短期専門家＞
・環境衛生近代化管理
・環境モニタリング
・ゴミ処理技術

研修員受入 ・要請書に研修員の人数、分野等の記述なし
供与機材 ・全自動多元素原子吸光スペクトル装置

・全自動水銀計測器
・火炎スペクトロフォトメーター
・ガスクロマトグラフィー
・液相クロマトグラフィー

施設・設備の整備状況 センターは瀋陽市環境衛生科学研究院に設置される。（同研究院の職員
数は 75 名、中等専門学校以上の学歴者は 34 名。固体廃棄物観測室、化
学分析室、科学研究事務室、環境衛生建築設計室の４つの室）
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３－２　現地調査前の検討状況

(1) 現地調査に係る対処方針

１）次の理由から、要請案件に関連して何らかの技術協力の実施可能性につき前向きに検討す

る。

①本案件に関する要請書は平成７年度に提出されて以来、毎年提出されている。このことか

ら本案件に係る中国側の要請が相当強いことがうかがわれる。

②本案件は中国の環境問題に対処する内容であり、また、廃棄物分野は地方自治体との連携

により協力を実施し得る分野である。

２）次の理由から、要請書に記載された「中日都市ゴミ処理及びリサイクル安全センター」の

構想を前提とした協力とはせず、瀋陽市の廃棄物管理の改善にターゲットを絞った協力とす

る。

①廃棄物管理の方法は、廃棄物処理のための施設がどの程度整備されており、更なる整備に

どの程度予算を投じることができるかに強く影響される。１箇所に拠点を作ってそこで行

う研究、研修により中国の他の都市の廃棄物管理状況を改善するというアプローチを取る

のは非常に困難な分野である。

３）次の理由から、プロジェクト方式技術協力を前提とせず、他の形態による協力も含めて技

術協力の実施の可能性を検討する。

①廃棄物分野は、日本において長期専門家をリクルートするのが大変困難な分野である。

②廃棄物管理は、そのための施設整備の状況に影響されるところが大きいため、JICAは同

分野については、これまで廃棄物管理に関するマスタープランの作成及び施設整備のため

の個別専門家派遣、開発調査及び資金協力の実施促進を中心に実施してきており、プロ

ジェクト方式技術協力を実施した事例はない。

４）中国側の真のニーズが、廃棄物管理に係る施設・機材の整備にあると判断される場合に

は、技術協力の実施の妥当性が低いと結論づける。

（本案件に関しては、上述のとおり平成７年度から要請書が提出されていたが、平成７年

度、８年度に提出された要請書は、ゴミの圧縮固形化処理に必要な機材等の機材供与中心の

内容となっていたために採択されなかった経緯がある。平成９年度に提出された要請書は内

容が大幅に変化し、表面上は機材供与中心の内容ではなくなっていたが、真のニーズはやは

り施設・機材の供与にある可能性があった）

５）中国側が専門家派遣を伴う協力を要望する場合には、専門家のTORやカウンターパート

の配置に係る中国側の考え方を確認する。
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(2) 現地調査実施前に確認された事項

１）クエスチョネアーとその回答

　事前に表3-2のような質問事項を質問書にまとめ送付したところ、付属資料３．のとおり

の回答が得られた。

表3-2　質問事項

(1) 要請案件（「中日都市ゴミ処理及びリサイクル研究訓練センター」）の主たる目的（直

接的な目的）は、中国の都市ゴミ分野に従事する技術者と管理者の要請を行い得る体制を整

えること、または瀋陽市の都市ゴミ分野の対処能力を向上させることのいずれか。

(2) 瀋陽市の廃棄物問題に関し、

１）瀋陽市の廃棄物〔一般廃棄物（都市ゴミ）及び産業廃棄物〕の発生源の種類と数

２）廃棄物の種類と発生量

３）収集、運搬、処理の方法（実施体制を含む）

４）収集、運搬、処理に係る施設の概要（種類、規模、広さ、残存耐用年数を含む）

５）現状の問題点

(3) 今後の廃棄物管理改善のための計画の概要（中国全体及び瀋陽市）

(4) JICAの技術協力に期待する内容（要請書より具体的に）

２）クエスチョネアーへの回答及びその他文献から得た情報は表3-3のとおり。
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表3-3　クエスチョネアーへの回答等

Ⅰ　協力分野の現状及び計画
廃棄物に関する法体系 ・ 1995 年 10 月 30 日に「中華人民共和国固形廃棄物環境汚染防止法」公

布、４月１日以降法規制による廃棄物管理スタート（付属資料４．）

廃棄物に関連する条
例・基準

・廃棄物関連の条例・基準は 20 程度存在する。その中には「都市ゴミ衛
生埋立技術基準」「都市ゴミの農業用制御基準」「屎尿の無害化処理衛生
基準」が含まれる。

ゴミ処理に係る建設
部、国家環境保護総局
の所掌範囲

・都市ゴミ・下水汚泥・屎尿の管理、地域的処理・処分施設の建設、運営
は建設部の所掌。すべての処理処分施設の建設基準は建設部の所掌。
・産業廃棄物・有害廃棄物の管理、地域的処理・処分施設の建設、運営は
環境保護総局の所掌。またすべての処理処分施設の環境基準は環境保護総
局の所掌。

国レベルの都市ゴミ対
策分野の計画

・北京で焼却場を建設予定。衛生埋立に関しては、杭州では 1991 年に完
成（計画埋立容量 600 万 m3）、広州、北京、西安、深■、上海、包頭でも
すでに完成（規模はさまざま）。

国レベルの都市ゴミ対
策研究体制

・建設部には、中国建設部城市建設研究所があり、都市ゴミ関連の研究も
実施している。その他、日中友好環境保全センターの公害防止技術部、開
放実験室も研究を実施。

瀋陽市におけるゴミ発
生量

・日発生量 4,999 トン（1996 年）、そのうちの処理・処分量は 500 トン、
無秩序にゴミが放置されたところが 526 箇所。野積みされた都市ゴミは
6,000 万トン。

瀋陽市の産業廃棄物の
量とその処理の現状

（調査前の段階では情報なし）

瀋陽市のゴミ質 ・ 1992 年のデータでは、有機物 49.32％、無機物 41.33％（石炭灰、がれ
き）

瀋陽市のゴミ発生源 （調査前の段階では情報なし）
瀋陽市におけるゴミ対
策分野の条例等

・「瀋陽市都市環境衛生管理条例」「瀋陽市固形廃棄物管理規定」

瀋陽市のゴミ処理の方
法内訳

・農地への廃棄 31.6％、工場での貯留 17.3％、道路工事での活用 12.2％、
未耕作地への廃棄 12.1％、処理 11.6％

瀋陽市の都市ゴミ運搬
方法

・ゴミ圧縮車を開発、運用している。また、ゴミ袋による収集運搬を実施
（この方法による収集運搬が 90％）。

瀋陽市の最終処分場の
数、位置、中心地区か
らの距離、面積、最終
処分場の残余容量

・生活ゴミの堆積場は 26 箇所。そのうち衛生埋立実施は１箇所。
1997 年に趙家溝ゴミ処理場が完成（日処理能力 1,000 トン。26.4 万㎡）。
都市ゴミ堆肥処分場２箇所 350 トン。→市内５区の生活ゴミの 43％しか処
理できない。しかし新たに 1,500 トンのゴミ埋立場、500 トンの焼却場を
建設予定。

瀋陽市の現在のゴミ処
理関連の環境モニタリ
ングの実施体制

データは存在するが、モニタリングの頻度、モニタリングポイント等は不
明。

瀋陽市の都市ゴミリサ
イクルの現状

（調査前の段階では情報なし）
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瀋陽市のゴミ収集体制 ・瀋陽市の城市建設管理局に環境衛生管理処があり、全市の衛生事業の計
画・調整・監督・検査・指導を実施している。
　市の中には13の区があり、各区にも環境衛生管理処があり、街路の清掃・
ゴミ運搬、屎尿処理等を実施している。区の中の街道には城市管理科が設
置されている。
・衛生事業従事者数は、市全体で１万 3,735 名。うち現場労働者 9,479 名、
技術者 365 名、管理者 1641 名。

瀋陽市の都市ゴミ対策
分野の計画

・ゴミ収集車の密封性の向上（2000 年までに 100％）
・ゴミ袋による分別収集
・ゴミの衛生埋立を主に、コンポストを補助的方法にする。
・都市南部に１億 6,000 万元の投資を行い、日処理能力 500 トンの埋立場
を建設する。また、2000 年以前に瀋陽市の東北部、東陵区、西北部に合計
３箇所の日処理能力 1000 トン以上の埋立場を建設する。
さらに、２箇所に日処理量 500 トンの焼却場を建設する（外国借款利用予
定）。これにより、2000 年までに市中心地区は、ゴミ無害化処理率を 90％、
日処理量 2850 トン、総合利用率 46％をめざす。
（以上の計画については、付属資料５．瀋陽市環境保護第９次５か年計画
及び 2010 年企画：摘要を参照）

瀋陽市の都市ゴミ対策
関連事業費

・予算制度：環境衛生事業費については、市が各区に全額予算配分する。
施設の建設・改造に係る予算については、市建設委員会が予算編成し、市
計画委員会、市財政局と共同で検討する。

Ⅱ．中国に対する廃棄物管理分野の協力の現状

＜JICAベース＞ ・日中友好環境保全センタープロジェクトフェーズⅡ（公害防止技術部等）
における研究
・開発調査「西安市生活廃棄物処理計画調査」1989.2－90.9 中国側実施機
関：西安市環境衛生管理局
・集団研修コース「廃棄物処理Ⅱ」
・集団研修コース「廃棄物処理技術」
・個別派遣専門家：廃棄物分野では、1995 年に国内貿易部に１か月間派遣
されている。

＜JICA以外＞
（JICA 社協部で把握
した主たる協力）

・北九州市：日中友好環境保全センターとの共同事業（北京市昌平県をモ
デルとした一般廃棄物処理の技術的研究及び廃棄物処理に係る社会システ
ムに関する研究）
・通産省：（構想段階）グリーンエイドプラン「ゴミ焼却廃熱有効利用モ
デル事業」（黒竜江省）
・厚生省国立公衆衛生院：（構想段階）「都市ゴミの衛生埋立処分に関す
る技術交流」（相手は中国建設部都市建設研究所）
・UNEP「瀋陽持続的発展プロジェクト」（別添資料６、７、８参照）

出所：「中国環境ハンドブック」（サイエンスフォーラム社）、「中国の環境問題」（東洋経済新報社）、

　　　クエスチョネアーへの回答、要請書等から入手した情報
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４．現地調査結果４．現地調査結果４．現地調査結果４．現地調査結果４．現地調査結果

４－１　調査結果概要

(1) 調査団はまず在中国日本大使館及びJICA中国事務所を訪問し、調査の目的、協議の方針、

日程等の説明を行った。これに対し、日本大使館及びJICA事務所からは、中国側の要請は相

当強く、何らかの技術協力の実施に向け前向きに検討すべきとの話があった。なお、JICA中

国事務所における協議に際しては、日中友好環境保全センタープロジェクトフェーズⅡの今井

千郎チーフアドバイザーも同席した。

(2) 北京市においては、科学技術部及び建設部を訪問した。科学技術部では、中国の都市ゴミ

の管理は非常に問題が多く、実際の管理業務に従事している地方都市に対する技術的支援が必

要であること、人材育成、技術交流などソフトに焦点をあてた協力を期待するとの発言があっ

た。

(3) 建設部では、中国全土の地方都市における都市ゴミの管理は深刻な問題を抱えており、建

設部も人材育成等各種の施策を実施していること、現在人材育成は外国人専門家の受入れや中

国人技術者の国外への派遣により対応しているが、今後は中国国内に研修の基地を建設し、そ

こで多くの技術者を対象に研修が実施されることが望ましいこと、瀋陽市は、東北３省の都市

の中でも技術開発や管理技術が進んだ都市であるので、東北３省の技術拠点の役割を期待して

いることの説明があった。全体として、建設部の本案件に係る主体性は強くなく、瀋陽市によ

る案件形成を支援する立場にある様子であった。

(4) 瀋陽市訪問には、日中友好環境保全センタープロジェクトフェーズⅡに派遣されている原

口清史専門家が北京から同行した。

(5) 瀋陽市における協議は、科学技術委員会、環境保護局、環境衛生管理処（都市建設管理局）

の関係機関が一堂に会する全体会議で開始された。本案件の要請書によれば、本案件の申請機

関は建設部と瀋陽市人民政府であるが、関係機関を代表しているのは瀋陽市環境保護局長で

あった。

　後で中国側から受けた説明によると、要請書提出当時は環境保護局は参画していなかった

が、その後、本プロジェクトの全体の調整は環境保護局が行うことが変更になったとのことで

あった。
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(6) 瀋陽市における協議では、調査団から、対処方針に基づいて、本調査団はプロジェクト方

式技術協力に限定しないで技術協力の実施の可能性を検討すること、資金協力や機材供与を中

心とする協力を検討することを目的とするのではないことを、繰り返し説明した。これらにつ

いては、瀋陽市側も十分理解を示した（瀋陽市側にはJICAの集団研修コースに参加した者が

２名いたためJICA及びその事業についてある程度理解がある様子であった）。

　その後環境保護局長からは、瀋陽市の抱える大気汚染、水質汚濁、都市ゴミ、産業廃棄物な

どの広範な環境問題の現状、解決のための過去及び現在の政策や事業の実施状況などにつき説

明がなされた。この中で、ゴミ管理の分野では、都市ゴミに関する各種の基礎的調査の実施、

衛生埋め立て処分場の建設、ゴミ収集用の圧縮車の開発及び生産、焼却処分場のフィージビリ

ティスタディの実施など、ほかに多くの事業を行っているとの説明があった。

(7) 都市ゴミ処理の責任者である環境衛生管理処の張総工程師（主任技術者）から、都市ゴミ

処理問題の現状、ほかに実施された施策の内容及び問題点について、概要以下のとおり説明が

あった。

１）環境衛生管理処は、環境衛生の管理とサービスを実施する機関である。具体的には

　次の３つの業務を実施している。

①瀋陽市の道路の清掃

②瀋陽市の中心部のゴミの回収・輸送・処理

③屎尿の回収・輸送、公衆トイレの輸送・維持管理

これらの業務の一環として、企業の衛生管理指導を実施している。また、一般車を改造して

ゴミの収集・輸送用自動車を製造している。

２）瀋陽市のゴミの性状

①瀋陽市のゴミの排出量は、１㎏／１人・１日となっている。（事業系からの排出も含む）

（付属資料３．クエスチョネアーへの回答参照）。　

②郊外の方が中心部の人よりゴミの排出量が多くなっているが、これは中心部では燃料に天

然ガスを使用しているのに対し、郊外では石炭を使用しており、石炭殻が多く含まれるた

めである。

③ゴミの内訳は、有機物50％、無機物30～35％、リサイクル可能なものが10～15％である。

３）ゴミの収集方法

①袋詰めによる収集が基本となっているが、学校等の集団から排出されるゴミは袋詰め回収

ができていない。

②袋詰めの袋は、買い物など別の用途で使用した袋を使用しており、所定の袋を配布してい

るわけではない（集合住宅では自治会がゴミ袋を購入し、回収場所にセットすることもあ
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る）。ゴミ袋の色は特に決まっていない。

③ゴミの収集場所は、次の３種類である。

(a)鉄製の枠を作っている　

(b)収集庫を設置している

(c)道路にゴミ置き場を作っている

④収集場所の箇所は、周辺地域の住宅数・居住者数により決定している。集合住宅の場合、

必ず１つはある。

⑤ゴミ汁の掃除は、主要道路については管理処に配置されている4000名の作業員が行う。そ

の他の道路については、近くの住民のボランティアに少額のお金を支給して実施してもら

う。

⑥ゴミ収集の時間は、各地域のゴミの発生量等を勘案して各地域ごとに決まっている。

⑦道路などに置かれた収集箱にあるゴミの入った袋を、金属屑など有価物を回収する者（ス

カベンジャー）が破ってゴミを散らかしてしまうという問題がある。

⑧ゴミの収集費用は、一般市民、政府関係機関については無料、事業者は有料となってい

る。収集費用はゴミ収集に従事する人に支払われる（瀋陽市におけるゴミの収集費用につ

いては、付属資料９参照）。

４）ゴミの輸送方法

①輸送はパッカー車またはダンプ車を利用して行っている。ただ、予算が十分でないため、

これらの方法を完全に適用できているわけではない。

②回収に使用するトラックは、５トン車が220台（うちパッカー車が100台。９～11m3収集可

能）、８トン車が10台で、パッカー車の価格は１台当たり約22万元（330万円）である。

瀋陽市環境衛生管理処は自らパッカー車を製造し、他市にも販売している（販売台数は１

年50～200台）。

５）ゴミの処理方法

①衛生埋立が主で焼却、堆肥化をサブとして推進する。処理方法は、(a) 建設部、環境保

護総局、国務院の指示内容、(b) 瀋陽市の経済状況、(c) 廃棄物による環境汚染の状況

を勘案して決定する。

②瀋陽市で1980年代に設置された堆肥化装置（２機）は、現在稼働していない。これは、製

品（肥料）の引き取り手がつかない等の理由によるものである。しかし、現在、米国の企

業と共同で埋立場の一部の土地を利用してコンポストプラントを建設中である。

③中国全国の処理方法について概観すると、大規模な焼却処理施設を有しているのは、中国

全国で深■のみとなっている。深■の焼却処理施設は、地方財源で日本企業により建設さ

れた。埋立処理場については、深■、杭州に総工費２億元で技術水準がトップクラスの埋
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立処理場が建設され、稼働している。これらはそれぞれ自己資金で建設された。このほ

か、北京に世界銀行の融資で建設された阿蘇衛埋立処理場がある。

④瀋陽市の衛生埋立処理施設のうち趙家溝ゴミ処理場については、計画では総工費2,330万

元であったが、予算の手当ができず、結局1,000万元となった。このため、この埋立処理

場は、国の基準を満たすことができていない。もちろん、設置することによる効果は出て

いる。他方、老虎沖生活ゴミ埋立処理場は、総工費計画額１億元で、うち、第１期工事を

終了している。第１期工事の工費は3,200万元でそのうち用地購入費は600万元である。２

期工事は1999年中に終了させる予定だが、予算が手当できるか不明であるため、2000年に

延期される可能性もある。老虎沖埋立処理場は、国内トップ水準ではなく、一流の水準を

確保したいと考えている。まだ本格的なゴミの搬入は始めていないが、政策決定者へのデ

モンストレーションを目的として試運転を実施した。40年間利用可能と考えている。

　中継基地付近には焼却場も建設する予定で、計画を国家計画委員会に提出しているが、

この予算が充当されるかどうかは不明である。また、西北部の汚水処理場付近にも焼却場

を建設する予定である。西北部の焼却場は、１日都市ゴミ800トン、産業廃棄物150トン、

汚泥400トン処理可能なものとする予定である。汚泥については、焼却処理と乾燥－堆肥

化のいずれを採用するかで専門家の意見が分かれている。西北部の焼却場の建設費は３億

元を超えないと見積もっている。総工費の３分の２をカナダが融資することになってお

り、建設・運営はカナダとの協力のもとに実施することとしている。

⑤インフラができるまでの間、当該施設で処理されるべきゴミは引き続き野積みされること

になる。都市ゴミは一旦各収集場所から収集し、市直営の運送チームはインフラに、区の

運送チームは決められたオープンダンピング場に廃棄する。

(8) 調査団は、世界銀行のローンで瀋陽市郊外に建設された環境保護訓練センター、産業系廃

棄物処分場、２箇所の都市ゴミ用の衛生埋立処分場（１箇所は建設中）、中継基地の建設予定

地、ゴミ収集車のオペレーション基地、アパートの住民がゴミを出すゴミ集積所、オープンダ

ンピングが行われているゴミ捨て場、焼却処理場建設予定地、瀋陽市環境科学研究所、フラン

スの技術及び財政支援で新たに建設された下水処理場など多くの現場を見る機会を与えられ

た。この現場視察には、調査団の要請に従い、ゴミが無秩序に、多量に放棄されている現場な

どが含まれており、調査団が瀋陽市の都市ゴミ処理の抱える問題点を理解するために視察すべ

き場所のほとんどが含まれていたものと理解される。なお、これらの現地調査の結果について

は、次節にまとめて述べる。

(9) ４月10日、最終のラップアップ会合の準備を行うためにインフォーマルに意見交換する機
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会を持った。協議が行われたのは土曜日の午後であったが、予想に反し環境保護局長以下ほと

んどの関係者が参加した。

　この場で瀋陽市側からJICAの技術協力に対する期待が表明された。その内容は、「中日都

市ゴミ処理及びリサイクル安全センター」を世界銀行のローンで建設された環境保護訓練セン

ター内に設置すること、そのセンターでは瀋陽市の関係者のみならず東北３省を対象とした研

修も実施すること、都市ゴミの発生から処分までの一連のプロセスの各段階で合理化を促進す

るために専門家の派遣を要請すること、衛生埋立処分場の安全確保のためのモニタリングを実

施すること、都市ゴミ焼却場から排出されるダイオキシンの測定に関する技術開発を行うこと

など広範なものであった。なお、環境科学研究所長から、今次の協力は都市ゴミが中心である

ことに言及したうえで、産業系の廃棄物や有害廃棄物の管理に関連する協力についても可能で

あれば実施してほしい旨要望があった（席上、環境科学研究所長が配布した資料については、

付属資料10．参照）。

　また、プロジェクトの実施管理は要請書に記載された瀋陽市城市建設管理局ではなく瀋陽市

環境保護局が担当すること、実施機関は環境科学研究所（環境局系）及び環境衛生管理処（建

設部系）とする旨説明があった（環境科学研究所の組織概要については、付属資料11．参

照）。

　調査団からは、JICAと瀋陽市との都市ゴミ分野の協力は長期間にわたり実施されるべき性

格のものであること、都市ゴミの管理は広範な分野を含み、あらゆる分野で協力を実施するこ

とは不可能であることを説明した。そして以下の３点、すなわち、①地域住民や環境に及ぼす

悪影響を回避すること、②都市ゴミの発生から処分までのプロセスを効率化すること、③ゴミ

の減量化、分別収集、資源回収のための普及啓蒙活動を推進すること―を切り口として協力を

行うことを提案した。さらに、その最初のステップとしては、１～２名の短期専門家を派遣

し、以上の３点に従事させることとし、その具体的業務の例を説明した。特に、モニタリング

については、最初の専門家がモニタリングに必要な施設、機材、技術者の整備計画及び具体的

なモニタリングの計画などを作成し、次のステップで双方の努力で実現することを提案した。

(10) ４月12日の午前中に最終のラップアップ会合が開催された。瀋陽市側は事前に用意された

ペーパーを配布し（付属資料12．参照）、以下の要請・説明を行った。

１）長期的な技術協力を推進する。

２）中国各都市における都市ゴミ処理は、いまだいわゆるオープンダンピングが行われるなど

遅れており、技術協力が必要である。

３）条件が許すなら1995年（平成７年）に提出した要請の内容は変更しない。

４）JICAは３名以上の専門家を派遣し、瀋陽市は、受入体制を、次の２グループに分けて対
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応する。

①都市ゴミの性状、ゴミ収集運搬の管理、ゴミ処理・モニタリング技術、安全管理措置

②ゴミのリサイクル（に関する研究）

５）派遣期間は冬期を避け、春から秋とする。

６）１年目に計画を作成し、次年度からはこれを実行に移す。

７）瀋陽市はJICAの派遣する専門家と協力して仕事を実施する能力と意思を有している。

８）可能であれば1999年の夏から協力を開始してほしい。

(11) これに対し調査団からは、同様に用意した覚書案を配布し、以下の説明を行った。

１）協力対象分野は、次の３点、すなわち、①地域住民や環境に及ぼす悪影響を回避するこ

と、②都市ゴミの発生から処分までのプロセスを効率化すること、 ③ゴミの減量化、分別収

集、資源回収のための普及啓蒙活動を推進すること、とする。

２）プロジェクト方式技術協力のスキームは常時数名の長期専門家を３～５年間継続して派遣

するものであるが、専門家の確保に困難が予想されるので、現時点ではプロジェクト方式技

術協力による技術協力をコミットすることはできない。プロジェクト方式技術協力は専門家

派遣、研修員受入、機材供与のコンポーネントから成るが、日本側が瀋陽市の期待するこの

３つのコンポーネントを実質的に協力内容に含めることは可能である。

３）専門家の人数についてコミットすることはできない。その理由は、今次の協力を実施する

ためには、実際にゴミの管理に従事している日本の自治体から、知識、技術経験を備えた優

れた技術者が派遣されなければならないが、そのような専門家は、それぞれの自治体にとっ

て重要な人材であり、JICAがそのような人材を長期間にわたり確保することには困難が予

想されるからである。JICAとしては、時間のやりくりをして数か月の短期専門家の派遣に

より対応することとし、専門家の質を確保したいと考えている。

４）JICAは瀋陽市と姉妹都市関係にある川崎市と札幌市に働きかけを行うとともに、日中友

好環境保全センター、大阪にある国際環境技術センター（UNEP/IETC）等に瀋陽市に対す

る協力を強化してもらうよう働きかける。

５）ワーキンググループの設置については、関係機関間で情報を共有するために不可欠であ

り、関係機関の技術者のレベル向上にとっても不可欠であるので、瀋陽市側が受入体制を２

グループに分けることは適切とは考えない。

６）JICAとしては瀋陽市に対する協力をまず実施し、よい成果がでた場合には中国で同じ問

題を抱える都市に対し普及することを計画したい。

(12) 瀋陽市側は日本側の意見をおおよそ受け入れる旨を表明し、さらに次の点を求めた。
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１）覚書のタイトルを、単に「覚書」とせずタイトルをつけること

２）作成されるモニタリング計画の実施については、機材供与も含めること

３）研修員受入の実施を覚書に記すこと

４）専門家派遣のタイミングを明記すること

　調査団はこの申し出を受け入れ、覚書の文書に修正を加えることに合意した。また、専門家

派遣については、改めて瀋陽市側からの専門家派遣要請が必要であること、及びその要請を行

う時期等について説明を行い、了解を得た。

　その結果双方は合意に達し、付属資料１．のとおり覚書にサインすることが了解された。

４－２　ゴミ処理施設等視察結果

　調査団が瀋陽市都市ゴミ処理施設等を視察した結果の概要は以下のとおりである。

(1) 瀋陽市工業有害廃棄物埋立処分場（視察写真１～３参照）

１）日　時：1999年４月７日（水）

２）場　所：瀋陽市新城子区蒲河鎮治安村

３）応対者：場長他

４）施設の概要等

　敷地総面積：10万㎡

　処分計画量：20万トン

５）構造

　アメリカの設計基準（RCRA）に基づいて設計されたものであり、地盤面から底部までの

深さは５ｍである。

　浸出水による地下水汚染防止対策として、底部に厚さ１㎜のHDPE（高密度ポリエチレ

ン）樹脂性の遮水シートを二重に敷き、その上に不織布層及び透過砂層（厚さ60㎝）を設け

る。

　浸出水は樹脂性の集水管を通って浸出水処理施設に導かれ、処理後の水は灌漑に利用され

る。建設工事は３期に分けて行われる予定であり、現在、第１期工事に伴う掘削工事等が行

われている。

６）建設費

　総額１億4,000万元（うち700万ドルを世界銀行融資により対応する）

処理対象廃棄物：瀋陽市内の工場などから生じる工業有害廃棄物のうち、固形及び半固形の

もの（発生量：約２万トン／年）
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７）運転管理

①施設への廃棄物の搬入は、当施設に所属する車両が各企業を回り、収集して行う（処理手

数料は約1,300元／年）

②原則的に爆発性、放射性、感染性のものは受け入れできない。また、食品工業などから生

じる有機性汚泥についても、当施設では受入れをせず、他の施設でのコンポスト化処理等

に回される。

③有害物質の受入基準値として、PCBについては40μｇ／l以下とする。

重金属を含む汚泥などは、施設内の前処理棟でセメント固化（セメントはコストが高くな

るので使用量を少なくし、石炭灰を使用している）により無害化処理を行っている。

④廃棄物の搬入時に施設入口でサンプリングを行い、管理棟でpHを測定し、必要であれば

前処理棟でpH調整を行う。

⑤冬期には、降雪などにより埋立作業ができなくなる場合もあるので、必要に応じ一時保管

施設に保管する。

８）所感

　処分場が住宅地域などから離れていることもあり、環境に与える影響を考慮した場合、浸

出水対策が最も重要である。

　浸出水による地下水の汚染防止については、遮水シートの敷設等が適正に行われる限り、

特に問題はないと思われる。

　現在、約400社の企業から当処分場での廃棄物処分の申込があり、当該廃棄物に関して

は、原料、製造工程及び性状等について、報告書により把握できているとのことである。

　しかし、浸出水の性状が、浸出水処理施設での処理困難なものとなってはならないことか

ら、実際に廃棄物の搬入が開始されてからは、受入時のサンプリングによる分析確認等の監

視体制を整え、受入基準に適合しているか否か、受入廃棄物の有害物質含有量等の性状を常

に的確に把握し、また、冬期に一時保管施設から有害物質を含んだ汚水が漏洩することの防

止に留意する必要がある。

(2) 沈河環境衛生車隊（車両基地）（視察写真４～６参照）

１）日　時：1999年４月８日（木）

２）場　所：瀋陽市瀋河区

３）対応者：隊長他

４）業務内容

　ゴミの収集運搬、道路清掃、屎尿の収集運搬、公衆便所の管理及びその他の業務を瀋陽市

から委託されて行っている。
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　全市の13の区ごとに車両基地があり、沈河環境衛生車隊はその１つである。

①家庭ゴミ収集に関しては、圧縮式収集運搬車22台及びトラック30台の機材及び300名の職

員により、500トン／日（対象人口68万人）の都市ゴミを処理している。

②道路ゴミは、道路清掃作業員が清掃後、袋詰めして車両で搬出する。

③粉塵対策及び必要に応じ暑さ対策の目的で散水車により道路に散水を行う。

④屎尿処理に関して、公衆便所の管理については、太陽エネルギーを利用したものの設置及

びバスを利用した移動式のもの（最大積載量１トン）の導入などを行ってきた。

５）ゴミ排出状況等（沈河環境衛生車隊訪問の後、同隊の管轄する区域内にある共同住宅のゴ

ミ置場を視察した）

　現在、住宅地でのゴミ収集は、指定されたゴミ置場に袋詰めで排出されたゴミを圧縮式収

集運搬車で収集している。

　商業ゴミについては、まだ袋詰回収は実施されていないが、今後、袋詰回収を拡大してい

く予定である。袋詰回収の袋については、スーパーのレジ袋などが使用されている。

　一般に、袋代として、自治会が各戸２～３元／月を徴収して、業者から袋を購入し、各戸

配布されている。今のところ袋の色の指定などは行っていないが、収集作業員の危険防止対

策のうえで、検討を行っているところである。

　ゴミ置場については、地域の人口及びアパートの大きさなどに応じて場所を指定するが、

少なくともアパートに１つは設ける。

　ゴミ置場の設備として、アパートの敷地内に鉄製の囲いを設けたり、倉庫を利用する場合

もあるが、道路脇に置場を設けている場合もある。

　ゴミ置場の掃除は、道路清掃作業員が行う場合もあるが、自治会で行っている場合もあ

る。なお、市内の道路沿いで開かれる朝市及び夕市の際に生じるゴミの処理は自主管理で行

われている。

　ゴミの排出時間について、特に取決めはないが、たまに夜間に排出されている。市街地で

はゴミの中の有価物を漁る者が（スカベンジャー）が袋を破り、ゴミが散乱する場合があ

る。ゴミの収集運搬手数料について、市民、政府機関及び学校などからは特に徴収していな

いが、飲食店（露店含む）等の企業からは徴収している。

　分別収集については、1999年度からガラス及び缶などを対象に開始していく予定である。

６）所感

　ゴミ収集車の稼動している状況を見る機会はなかったが、独自にトラックを改造した圧縮

式収集運搬車を開発するなど、収集運搬の効率化に努力していた。

　現時点では、トラックを改造して圧縮式収集運搬車を製造する場合と新車を購入する場合

とでは、経費的に大きな差はないとのことである。
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　しかし、今後、改造車の質及び生産性を向上させることができれば、他都市への売却を進

めることができ、さらに収集運搬の効率化を図ることが可能になると思われる。

　資金等の問題から圧縮式収集運搬車の開発を自前で実施しているようであるが、日本の自

治体が採用している圧縮式収集運搬車と比較すると、いかにも旧式で積込容積の確保にムダ

があり、圧縮方法（油圧）も車体の中心にシリンダーを設置するなど、大いに改善の余地が

あった。

　したがって、今回の覚書に基づき、瀋陽市の研修員を受け入れる時の研修メニューの中に

圧縮式収集運搬車を視察する機会を設定することで、今後の瀋陽市の収集運搬の効率化の面

における効果が期待できる。

　中国では、機材・プラントの開発等において、できるだけ時間とコストを削減する上か

ら、設計、試験、実証、実機の製作というプロセスを経ないで、設計から即実機の製作に移

行する傾向があることから（医療系廃棄物、PCB焼却炉の開発も同様）、研修員の受入れ等

により効率的な構造の圧縮式収集運搬車を見る機会を提供できれば、今後の瀋陽市の圧縮式

収集運搬車の改造・開発に貢献することが期待できる。

(3) 趙家溝ゴミ処理場（視察写真７～14参照）

１）日　時：1999年４月８日（木）

２）場　所：瀋陽市東陵区英達郷南趙家溝村

３）応対者：場長他

４）敷地総面積：53万3,000㎡（産業廃棄物埋立処分場、生活ゴミ衛生埋立処分場、医療系廃

棄物焼却施設及びコンポスト化施設等から成る）

５）職員数：108人（瀋陽市環境衛生管理処所属）

６）産業廃棄物埋立処分場

　1957年から、市内27の大型企業から生じる鉱滓、廃プラスチック類等の産業廃棄物を鉄道

で輸送し、埋立処分を行っている。処理量は約70トン／日。

　埋立処分場の面積は約20万㎡であるが、そのうち埋め立ての完了した西側区域の約８万㎡

の敷地は、現在タイとの合併事業による飼料工場として利用されている。

７）生活ゴミ衛生埋立処分場

　1997年から埋立処分を開始し、主に瀋陽市東部地区の都市ゴミを受け入れている。処理能

力は約1,000トン／日。

　処分場の面積は約20万㎡である。底部に粘土層（６～９ｍ）があるため、遮水シートなど

は設けていない。浸出水は集水管を通って調整池に集められる。

　調整池にある程度汚水が溜まると、汚水をバキューム車で汲み上げ、再び処分場に散水
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し、水分を蒸発させている。

　この地域の年間降雨量が700～800㎜であり、調整池の汚水はこの方法により水分を蒸発さ

せることで十分処理が可能であるとのことにより、特別な排水処理は行っていない。

　メタンガスによる爆発防止対策として、排気筒が設置されている。また、ゴミの飛散防止

対策として、金網の柵が設けられているが、ビニール袋などが風によって飛散し、周辺の立

木に絡みついたりしているのが目立つ（中国の表現で「白色汚染」）。

　なお、市街地から処分場まで距離があるため、この間に中継基地を設け、都市ゴミの運搬

の効率化が図られている（投資額1,000万元）。

８）医療系廃棄物焼却施設

　1998年から焼却を開始しており、市内234箇所の医療機関から生じる医療廃棄物を受け入

れている。

　焼却炉は２段燃焼方式で、１段目の気化炉（２炉、炉温800℃）及び２段目の燃焼炉（１

炉、炉温1,100℃）から成り立っており、余熱器１台が付いている。

　処理能力は40トン／日である。焼却後、残渣を炉の底部から取り出し、冷ました後、埋立

処分する。なお、処理費用として、１元／㎏を徴収している。

９）コンポスト化施設

　敷地面積は約13万3,000㎡である1996年にアメリカと共同で有機肥料会社を設立（投資総

額約200万ドル）し、現在、試験稼動を行っている。

　今後、都市ゴミ500トン／日及び屎尿300トン／日を原料を用いて、コンポスト化を行って

いく予定である。

10）所感

　生活ゴミ衛生埋立処分場の浸出水防止対策についでは、処分場の底部が粘土層となってい

るため、その下部が浸出水により汚染される可能性は少ないと思われる。

　しかし、埋立処分場の汚水を周囲に流出させない遮水工対策が施されていないことから、

汚水が水平方向に拡散する可能性があり、その場合、地下水の汚染や処分場外の土壌が汚染

されるおそれがある。

　降雨量が少ないことから、調整池の汚水については、特別な排水処理をせず、汚水が溜

まった時点で再び処分場に散水している。

　これにより、ある程度有機成分の分解が進むことなども考えられるが、長期的には調整池

に溜まる汚水の汚濁の度合いが次第に増大し、散水の繰り返しにより処分場内の土壌の汚染

度が高まる可能性がある。

　また、将来、処分場を閉鎖した後の調整池の管理などを考えると、排水処理施設を設置し

調整池の汚水を処理することを検討すべきである。
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　メタンガスの発生による爆発事故防止のため、浸出水集水路（花崗岩の破石）に沿って数

10ｍ間隔で排気筒（鉄製）が設置されている。

　今後、その効果について、ガス濃度のモニタリングにより、確認を行っていく必要があ

る。埋立処分状況について、埋立後の転圧及び覆土は一通り行われているようである。ただ

し、その状況をじっくりと見ることができなかったため、転圧及び覆土の時期及び方法等が

適正か否かについて確認することはできなかった。

　ほかに、埋立処分状況での問題点として、処分場内及びその周辺でのビニール袋の飛散が

目立った。これについては、瀋陽市と締結した覚書に従い、都市ゴミの発生から処分までの

一連のプロセスを効率的に実行し、さらに、都市ゴミの減量化、分別収集などをより効率的

に実行する普及啓蒙活動を推進する対策の中で、ビニール袋の飛散防止対策の改善を図って

いくことが必要となる。

　また、処分場内で、金属屑などの有価物の回収を行っている者（スカベンジャー）がいる

が、これらの人々は都市ゴミの粉塵や都市ゴミの中に付着している有害物質を吸引している

と考えられることから、これらの人々、処分場の作業員及び付近住民が健康を損なわないよ

う、処分場の防塵・飛散防止対策（転圧及び覆土）等、安全衛生面での管理を改善していく

必要がある。

　医療系廃棄物焼却施設については、医療機関における医療系廃棄物の滅菌処理及び収集運

搬の際の飛散流出防止対策等が適正に行われるように管理を徹底する必要がある。

　焼却後の残渣の成分は、瓶や注射筒等のガラス類及び空き缶などの金属類が主であった

が、中には廃プラスチック類の燃え残りが溶けて固まったものと思われるものも見られ、燃

焼ガスを除去する集塵装置は簡易なものが設置されているだけであるので、環境の汚染を防

止する面から、燃焼温度及び燃焼時間、残渣の排出等を含め、適正な維持管理に留意する必

要があると感じられた。

(4) 老虎沖生活ゴミ衛生埋立処分場（視察写真15～19参照）

１）日　時：1999年４月９日

２）場　所：瀋陽市蘇家屯区奉集堡老虎沖村

３）応対者：瀋陽市環境衛生管理処総工程師　張　恩■氏他

４）施設の概要等

　敷地総面積：約99万㎡

　埋立計画容量：約2,400万㎡

５）構造

　広大な丘陵地帯（もとの国営農場の跡地）の谷戸を利用したものである。
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地盤面から５ｍの深さの所に遮水性を有する粘土層（厚さ約３ｍ）があるため、浸出水によ

る地下水汚染防止対策としての遮水シートの敷設等は行わない。

　粘土層（透水係数が10－７㎝／ｓをクリアするもの）の分布等については、20箇所程のボー

リング調査及び必要に応じて爆破作業を伴う調査により確認を行っている。

　日本の廃棄物最終処分場指針における透水係数は、土質地盤であれば10－５㎝／ｓのオー

ダーよりも大きい場合には遮水工を設けることとしている。

　浸出水の集水路について、主水路には直径１ｍのヒューム管が用いられるが、副水路は花

崗岩の砕石を積み上げて並べたものを用いる。

　浸出水は集水管を通って一旦地下の貯留槽（400トン）に集められ、ポンプアップにより

調整池に送られる。

　この地域の年間降雨量が700～800㎜であり、調整池の汚水は、ある程度溜まった時点でバ

キューム車で汲み上げ、再び処分場に散水し、水分を蒸発させるなどの方法により処理が可

能であるとのことで、現在のところ特別な排水処理対策は講じられていない。メタンガスに

よる爆発防止のための対策として、浸出水集水路の途中に数10ｍ間隔で花崗岩の砕石を積ん

で作った排気筒（1.5ｍ×1.5ｍ×1.5ｍ）を設置している。

　建設工事は４期（４区画）に分けて行われる予定であり、現在、第１期工事（第１区画）

が終了し、１か月間の試験埋立（埋立量約1,000トン）が行われたところである。

　1999年末から第１区画の埋立が本格的に開始されてる予定であるが、第２期工事（第２区

画）の開始は、資金の調達具合などにより、2000年以降になる可能性がある。

　主に瀋陽市南部地区の都市ゴミを1,500トン／日受入れ、処分場全体で40年間にわたり埋

立処分を行う予定である。なお、覆土には現場で掘削した土砂を用いる。

６）建設費

　総額１億元

７）中継基地（渾南ゴミ中継所）

　市街地から老虎沖生活ゴミ衛生埋立処分場まで距離があるため、ゴミの運搬の効率化を図

る必要がある。このため、処分場から22㎞手前の地点に中継基地を整備し、ここで収集運搬

車から中継輸送の大型トラックに積み替える計画としている。

　環境アセスメントは既に完了しており、工事の入札が1999年４月に行われる。現在入口付

近の一部でレンガなどの建設廃材を用いて地ならしを行っている。

　将来的には、この中継基地に隣接して、都市ゴミ処理施設（熱分解方式）及び再資源化施

設を作る予定がある。

８）稼動中の趙家溝生活ゴミ衛生埋立処分場と同様に、処分場の底部が粘土層となっているた

め、その下部が浸出水により汚染される可能性は少ないと思われる。
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　しかし、埋立処分場の汚水を周囲に流出させない遮水工対策が施されていないことから、

汚水が水平方向に拡散する可能性があり、その場合、地下水の汚染や処分場外の土壌が汚染

されるおそれがあることから、今後、継続的に浸出水のモニタリングを行い、その拡散の動

向などを確認していく必要がある。

　また、これも趙家溝生活衛生埋立処分場と同様に、調整池の汚水については、特別な排水

処理をせず、汚水が溜まった時点で再び処分場に散水するとのことであるが、処分場を閉鎖

した後の調整池の管理等や埋立期間内の水質及び水量の変動を伴う埋立地外への汚水の流出

などを考えると、排水処理施設を設置して、調整池の汚水を処理することを検討すべきであ

る。

　浸出水集水路（副水路）については、花崗岩の砕石を積み上げて並べたものであるが、埋

立開始当初の転圧の際に、これを崩さないように注意を払う必要がある。

　メタンガスの発生による爆発事故防止のために、浸出水集水路に沿って、数10ｍ間隔で排

気筒（花崗岩製）が並べられ、口径が1.5ｍ×1.5ｍ×1.5ｍと広い。

　浸出水集水路が有孔管ではなく、また、メタンガスの排気筒（花崗岩製）もガス抜きパイ

プで施工されていないことから、埋立の進行に伴う転圧や覆土作業によって、排気筒までガ

スがうまく導かれるか否かが問題である。

　これについて、今後、排気筒以外の部分も含めて、ガス濃度のモニタリングにより、確認

を行っていく必要がある。

　市街地から処分場までの距離が遠いため、中継基地を設けて運搬の効率化を図る意味は大

きいが、中継の際のゴミの飛散流出防止及びゴミ汁の処理対策などが課題となる。

(5) 西北生活ゴミ埋立処分場（視察写真20～22参照）

１）日　時：1999年４月９日

２）場　所：瀋陽市于洪区勾連屯

３）応対者：瀋陽市環境衛生管理処総工程師　張　恩■氏他

４）施設の概要

　かつての砂採取場所の跡に残された窪地を利用して、ゴミの埋立処分が行われており、浸

出水対策は講じられていない。また、埋立部分の覆土及び転圧等はほとんど行われていない

ようであり、煙が立ちのぼっている場所もあった（案内者の説明によると、スカベンジャー

が暖をとっているとのことであった）。

　なお、処分場内では、布類、金属屑及び発砲スチロール樹脂等が回収され、再利用されて

いた。市内には、これと同様の処分場が他に４～５箇所あり、これらの処分場で埋立処分さ

れているものと不法投棄されているものとを合わせ、2,000トン／日のゴミが無害化処理さ
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れずに処分されているのが現状である。

５）所感

　ゴミの飛散や浸出水対策が講じられていないことから、有価物の回収を行っている者や周

辺住民の健康、浸出水による地下水の汚染などが懸念される。

　特に砂採取場所の跡にできた処分場であるため、浸出水中に有害物質などが含まれる場合

には、砂層を通って、横方向に汚染が拡散する度合いは大きいものと思われる。

　都市ゴミの発生量に対し、処理量が追いつかない状況にあるので止むを得ない措置として

の選択であるが、このような処分場をただ放置するのではなく、飛散防止対策や浸出水に対

する地下水汚染のモニタリングを実施し、周辺住民に与える環境汚染の低減化、健康を保護

するための取り組みが急務となっている。

　また、都市ゴミの全量・処理体制を早期に構築し、このような処分場での処分から、衛生

埋立処分場等での適正な処分に切り替えていく必要がある。

(6) 瀋陽市勾連屯ゴミ焼却発電所予定地　（視察写真23参照）

１）日　時：1999年４月９日

２）場　所：瀋陽市于洪区勾連屯（北部汚水処理場隣）

３）応対者：瀋陽市環境衛生管理処総工程師　張　恩■氏他

４）施設の概要

　1999年４月１日に瀋陽市都市計画委員会により、焼却施設の設置計画が承認された。焼却

方法としては、1993年にプロジェクトチームを設置して、世界の数か国の企業と接触を行

い、資金面の問題などから検討した結果、カナダのCAO社の技術による熱分解を採用した。

　都市ゴミ及び産業廃棄物の一部をあわせて600トン／日の処理を行う。また、隣接する北

部汚水処理用から生じる汚泥400トン／日を乾燥し、有機肥料を製造する予定である。設計

熱量は1,700kcal／㎏、発電量は17.2万kwh／日である。

　発電により得られた電力は、基本的に施設内で使用されるが、北部汚水処理場及び中水回

収処理施設（北部汚水処理場の処理水を再利用するための施設）にも供給される。

　施設内で使用する水は原則的に中水回収処理施設で処理されたものを使用し、施設からの

排水は北部汚水処理場で処理される。

５）所感

　隣接するゴミ焼却施設及び汚水処理場の間で、電力の供給及び水の有効利用を図り、さら

に汚水処理から生じる汚泥を有機肥料として資源化するなど、総合的で効率的なプランであ

る。今後、他の場所でゴミ焼却施設を新設する場合にも、付近住民の利用施設の設置なども

含めて、同様な方向で総合的に検討されることになるものと思われる。
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　カナダのCAO社の技術による熱分解炉は、今、日本で次世代型処理方式として、各プラ

ンとメーカーが実証プラントにより試験を行っているガス化溶融方式なのか、流動床方式な

のかは、瀋陽市側の説明からは判断することが難しかった。

　仮に、ガス化溶融方式の場合、通常の連続式焼却炉の実績が皆無であることから、竣工後

どのように施設を維持管理するのか、維持管理体制の確立が求められる。

　今後の瀋陽市の都市ゴミ無害化処理のあり方として、主体を衛生埋立処分とし、次に土地

が広く農業政策への貢献が期待できるゴミの堆肥化とすることは、瀋陽市の市情に合致した

処理方法である。しかし、瀋陽市の現状のゴミの堆肥化技術の完成度は低いと考えられる。

　それは、堆肥化肥料を農民が購入しないで、市販の肥料を購入していることからもわか

る。したがって、ゴミの堆肥化技術の改善とともに、堆肥化に適したゴミ質に分別すること

が、堆肥化の質を向上させる上で重要な条件となる。

　一方、日本の国内においても都市ゴミの堆肥化に対する取り組みが行われており、また、

世界的にも環境負荷の軽減対策として脱焼却処理の方法に向かっていることなどから、今回

のJICAと瀋陽市の覚書に基づき、瀋陽市の研修員を受け入れる時の研修メニューの中に、

日本の堆肥化施設を視察する機会を設定すれば、ゴミの堆肥化技術の改善に関する技術情報

を提供することになり、この技術情報は瀋陽市が必要としているものと考えられる。

(7) 瀋陽環境科学研究所

１）日　時：1999年４月10日

２）場　所：瀋陽市和平区砂山街（瀋陽市経済開発地域）

３）応対者：瀋陽環境科学研究所所長　王　紅軍氏他

４）施設の概要

　当研究所（敷地面積7,700㎡）は1963年に設立され、1973年から瀋陽市の環境保護の仕事

を担当することになった。また、1983年から国と瀋陽市の両方で管理することとなった。し

たがって、20年以上にわたり大気汚染、水質汚濁、廃棄物処理及び騒音対策当の環境保護に

関する研究を行っていることになる。

　職員は本部に200名、４つの所属部門に200名が勤務しているが、そのうち、70％は科学技

術員である。廃棄物処理の研究は当研究所、有害廃棄物処理研究センターのほか、水質及び

大気の研究室を含めて16部署で行われている。

　国の第５次５か年計画に基づき、200件の重要なテーマについて研究を行い、うち100件の

研究成果について賞を得ることができ、さらにそのうち５件について、特許を取得すること

ができた。

　なかでもPCB焼却処理技術の開発について、国家環境保護総局及び国家科学技術委員会か
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ら賞を得ることができた。その他、医療廃棄物焼却処理技術及び使用済電池の処理技術

（5000トン／日の鉛回収試験が済んでおり、国の開発委員会の重要な課題となっている）が

開発されている。

　現在、空港ゴミ及び都市ゴミの焼却の研究を行っている。またプラズマを利用した焼却炉

の開発などを進めている。ソフト面では、危険廃棄物の処理基準を作成し、国に認められ

た。

　廃棄物関係以外では、大気汚染防止技術として、除塵装置及び脱硫装置を開発し、６省12

市とともに普及を行っている。燃料の良質化を図るために日本の慶応大学と提携してバイオ

ブリケット（豆炭）の製造技術の開発に取り組んでいる。

　排水処理技術として、高汚濁負荷の有機廃水（ビール工場、屠殺場、製紙工場及び捺染工

場等の廃水）及び含油廃水の処理技術の開発に取り組んでいる。

　当研究所は環境アセスメントを行う資格を有している。また、技術の開発と普及のため

に、国内外約20の企業と協力関係を結び、お互いに利益をもたらし合いながら、研究所の機

能が高められるようにした。また、機関紙の発行も行っている。

５）分析機器

　当研究所で使用されている分析機器として、原子吸光光度計（日立製作所製）、ガスクロ

マトグラフィー（島津製作所製）、イオンクロマトグラフィー（ダイナックス社製）、液体

クロマトグラフィー（島津製作所製）及び発熱量測定装置（CRANE社製）などがある。

６）所感

　大気汚染防止、水質汚濁防止など環境保護に関するさまざまなテーマについて研究が行わ

れ、多くの成果をあげている。

　廃棄物処理に関しても、PCB焼却技術及び医療廃棄物焼却技術が実用化されるなど、積極

的な取り組みが行われている。

　試験室での化学分析の状況については、記録の保存等の整理や器具の点検が不十分である

と思われる部分もあり、改善すべき点があると感じられた。

　今後、当研究所は瀋陽市のみならず、中国全体の環境対策面で果たす役割は大きく、期待

を持って見守りたいが、一方で、処理技術の開発と同時に環境汚染防止にかかわる監督管理

部門の責務も重要であり、その取り組みの充実が急がれる。

(8) 瀋陽環境科学研究所PCB焼却施設（視察写真24～26参照）

１）日　時：1999年４月10日

２）場　所：瀋陽市蘇家屯区

３）応対者：瀋陽環境科学研究所所長　王　紅軍氏他
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４）施設の概要

　瀋陽環境科学研究所の有害廃棄物処理研究センターの敷地（敷地面積5,000㎡）内に設置

されており、企業から持ち込まれたPCBを含有するトランス及びコンデンサを処理するもの

で、処理能力は1.5トン／日（300トン／年）である。

　また、処理手数料は２～３万元／トンである。

　処理方法は、①投入口にまるごと投入後、機械的に切断し、②１段炉（固液混焼炉）にお

いて、700～800℃で十分気化させ、③２段炉で、1,200℃の高温により、焼却を行うもので

ある。

　炉内空気の温度、流量及びPCB濃度のモニタリングにより、送気係数及び滞留時間などを

考慮して、２次燃焼空気の供給量の調整などを行う。排ガス処理は、煙道の温度を1,000℃

から70℃に急速冷却し、アルカリ洗浄を施す。

　当施設によるPCB分解除去率は99.9999％以上、燃焼効率は99.9％以上、HCl除去率は99

％以上、焼却残渣中のPCB濃度は25mg／㎏以下であり、排水系統に活性炭吸着繊維材料を用

いることにより、排水中のPCB濃度を0.003mg／l以下にすることが可能である。なお、排ガ

ス中のPCB、HCl、NOX、CO２及びO２の項目についてモニタリングを行っている。

　当施設の開発に関して、瀋陽環境科学研究所は、1996年に国家環境保護局から科学技術進

歩賞１等賞を、1997年に国家科学技術委員会から科学技術進歩賞２等賞を、そして1998年に

国家環境保護局から最も実用性のある技術をして表彰を受けた。

５）所感

　実際に処理を行っている状況を見ることができなかったため、焼却及び排煙処理などが適

正に行われているか否かについては判断し難い。

　また、企業からPCBを含有するトランス及びコンデンサを持ち込む際の運搬過程での液漏

れ防止対策及び投入口に投入してから切断する際の飛散対策などが十分であるかどうか懸念

される。

　また、PCBを含有するトランス及びコンデンサ以外の蛍光灯の安定期や絶縁油などについ

ては当施設で処理しておらず、これらを含めた今後の方針が明確になっていないことと、排

煙処理後の排ガスや排水及び付近の土壌汚染などについてのモニタリングが必要と思われ

る。

　これらについては、モニタリングを実施したことがあり問題はなかったと説明を受けた

が、処理設備は簡易なものであり、今後は、医療系廃棄物焼却炉、埋立処分等の固形廃棄物

による環境汚染のモニタリング制度を確立し、統一的なモニタリングの規範の制定に基づい

た測定・監視体制を構築する必要がある。
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瀋陽市ゴミ処理施設等視察写真瀋陽市ゴミ処理施設等視察写真瀋陽市ゴミ処理施設等視察写真瀋陽市ゴミ処理施設等視察写真瀋陽市ゴミ処理施設等視察写真









































－51－

５．今後の対応に関する提言５．今後の対応に関する提言５．今後の対応に関する提言５．今後の対応に関する提言５．今後の対応に関する提言

(1) 本調査を通じ、日本側が対応可能で中国側のニーズに合う協力につき合意することができ

たので、これを早期に実現できるよう、瀋陽市の姉妹都市である川崎市、札幌市を含む日本側

関係機関との調整を進める必要がある。

(2) 本調査を通じ協力対象分野、協力形態については中国側と合意に達したが、協力開始に先

立ち、より具体的な協力内容につき中国側と調整を行う必要がある。

(3) 我が国の無償資金協力により建設した日中友好環境保全センターの公害防止技術部には廃

棄物関係の研究施設があり、現在実施中の日中友好環境保全センタープロジェクトフェーズⅡ

でも廃棄物分野の技術移転を行っていることから、日中友好環境保全センターとの連携を図る

ことが望ましい。

(4) 協力の実施にあたっては、その継続性を確保するため、日本側関係機関の間で勉強会など

を開催することが望ましい。
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